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第１章 計画策定の趣旨 

１ 計画策定の目的   

今日、インターネット環境やスマートフォンなど情報通信機器の急速な発展

や、ＳＮＳ等のコミュニケーションの多様化は、利便性が向上した反面、子ど

もの生活環境に様々な変化をもたらしており、読書環境にも大きな影響を与え

ていると言われています。読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、

創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠く

ことのできないものです。 

こうした読書の意義を踏まえ、本市では平成１８年１１月に「熊谷市子ども

読書活動推進計画」、平成２４年３月に「熊谷市子ども読書活動推進計画（改

訂版）」、平成２９年３月に「熊谷市子ども読書活動推進計画（第三次）」を策

定し、子どもの読書活動の推進のため家庭・地域・学校が連携・協力して取組

を進めてきました。 

第三次の計画期間の最終年度に当たり、これまでの成果と課題を踏まえて、

令和４年度から５年間を計画期間とする「熊谷市子ども読書活動推進計画（第

四次）」（以下「本計画」）を策定するものです。 

本計画は、子どもが読書に親しむ機会の提供及び諸条件の整備・充実を図る

ことにより、次代を担う心豊かな子どもを育成することを目的とします。 

  

２ 計画の位置付け 

本計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成１３年法律第１５

４号)に基づき策定された、国の「子供の読書活動の推進に関する基本的な計

画（第四次）」、県の「埼玉県子供読書活動推進計画（第四次）」を踏まえ、本 

市の子ども読書活動に係る施策を総合的に推進するための指針として策定する

ものです。 

また、「熊谷市第２次総合振興計画」に位置付けられた政策の一つである「地

域に根ざした教育・文化のまち」及び本市の教育の総合的な指針となる「熊谷

市教育振興基本計画」等との整合性を図ります。 

 

【国・県・市の計画策定経過】 

 国 県 熊谷市 

第一次計画 平成１４年 ８月 平成１６年 ３月 平成１８年１１月 

第二次計画 平成２０年 ３月 平成２１年 ３月 平成２４年 ３月 

第三次計画 平成２５年 ５月 平成２６年 ７月 平成２９年 ３月 

第四次計画 平成３０年 ４月 平成３１年 ３月 令和 ４年 ３月 
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３ 計画の対象 

本計画の対象は、子ども(おおむね１８歳以下の者)とします。 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

 

第２章 第三次計画の成果と課題  

１ 第三次計画の成果 

前計画では、子ども自身が読書の楽しさを知り、市民が子どもの読書の大切

さを理解し、家庭・地域・図書館・学校などが連携して子どもの読書活動の充

実に努めてきました。 

⑴  家庭において 

家庭においては、平成１８年から開始したブックスタート事業や図書館

からの情報提供により、本を介した親子のふれあいづくりが定着し、乳幼

児期からの読み聞かせが進んでいます。また、平成２７年度に小学１年生

にチラシを配布し啓発を始めた「親子読書の日」を、小学校の親子教室や

地域子育て支援拠点などで親子向けの読み聞かせ講座として実施したこ

とも、家庭での読書につながっています。 

⑵  地域において 

地域においては、平成３０年度から地域子育て支援拠点「熊谷市地域子

育て支援拠点連絡会くまっしぇ」と図書館が連携を始め、出張おはなし会

やわらべうた講習、*くまっしぇ発育自ポータルサイトでのおすすめ絵本

紹介など、乳幼児や保護者に向けての読書活動に効果を上げています。 

この他、個人宅を開放し子どもたちの読書の場を設ける家庭文庫では、

「さくらんぼ文庫」による地域や児童養護施設での読み聞かせ活動が認め

られ、令和２年度子供の読書活動優秀実践団体として、文部科学大臣表彰

を受賞しました。 

  *くまっしぇ発育自ポータルサイトでのおすすめ絵本紹介 

  

⑶  図書館において 

ア 子どもの読書活動の推進 

乳幼児・児童を対象にしたおはなし会や各種行事を開催し、本との

出会いの楽しさを伝える機会の充実を図ってきました。また、それに

関わるボランティアの養成も継続的に実施し、放課後児童クラブなど

への出張おはなし会など、読み聞かせの活動を広げています。 

また、子どもが読書に親しむための環境整備として、市立図書館の
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蔵書にＩＣタグを導入し、貸出・返却のスピードアップを図りました。

自動貸出機が子どもの興味をそそるとともに、非対人となることで、

コロナ禍でも安心して利用していただくことができました。 

イ 子どもの読書活動の普及・啓発の推進 

子どもの年齢や成長に合わせ、児童担当職員が厳選した本のリスト

を作成・配布しています。また平成２６年度から始まった「読書通帳」

は、令和元年（２０１９年）にラグビーワールドカップバージョンを

発行し、地域の特色を取り入れながら新規の図書館利用者の獲得に貢

献しました。 

また、令和元年度からは図書館職員が中学校や特別支援学級へ出向

き、授業に関する本の紹介や読み聞かせ、ブックトークなどを行い、

学習支援活動も始めました。これらの子どもと本を結びつける活動が

認められ、令和元年１０月に熊谷市立図書館４館が「埼玉・教育ふれ

あい賞」を受賞しました。 

⑷  学校において 

学校においては、朝の読書活動などの一斉読書が効果をあげ、子どもの

読書活動に関するアンケート調査でも、小・中学生の１か月の読書量の実

数は順調に伸びています。また小・中学校の図書館には、学校図書館補助

員が配備され学校図書館主任（司書教諭等）と連携・協力し、生徒への利

用指導、学習支援など学校図書館の運営に大きく貢献しています。 

⑸  保育所（園）・幼稚園において 

保育士や幼稚園教諭による読み聞かせのほか、子どもの生活の場に図書

コーナーを設けるなど、子どもが本に親しむ環境の整備を行っています。

また園の本を貸出しするなど園児が本を持ち帰ることで、家庭での読み聞

かせにつながり、保護者への啓発にも効果を上げています。 

⑹  熊谷市子ども読書活動推進協議会において 

 この計画を実効性のあるものとするため、「熊谷市子ども読書活動推進

協議会」を設置しています。協議会では各種研修会・交流会などを実施し

成果を上げています。平成３０年には地域子育て支援拠点「熊谷市地域子

育て支援拠点連絡会くまっしぇ」と合同で講演会を開催し、子育て中の保

護者という新規の利用者への働きかけを行いました。また、令和２年度は

コロナ禍にあり、講演会の開催が難しいことから、絵本の原画展を開催し

多くの方に絵本に親しむ機会を提供しました。 
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２ 第三次計画の指標の達成状況 

 第三次計画では、「子どもの読書活動に関するアンケート調査」（以下「調

査」）の結果を基に、計画の数値目標である指標を３項目定めました。 

 

⑴  読書が好きな子どもの割合……指標①  

 現状値は令和３年４月１日 

 平成２８年度 第三次めざそう値 現状値（令和３年度） 

小学生 ８７．９％ ９０．０％ ８１．４％ 

中学生 ８５．３％ ８６．０％ ８０．２％ 

 小・中学生ともに「読書が好き」が減少、めざそう値には届きませんでした。 

 

⑵  子どもの 1か月の読書量……指標② 

現状値は令和３年４月１日 

 平成２８年度 第三次めざそう値 現状値（令和３年度） 

小学生 １６．３冊 １７．０冊 １８．０冊 

中学生 ３．３冊   ４．０冊   ４．０冊 

 小学生は１か月の読書冊数が１８．０冊とめざそう値を上回りました。中学

生もめざそう値をクリアしました。 

 

⑶  市立図書館の児童書の貸出冊数……指標③ 

現状値は令和３年４月１日 

 平成２８年度 第三次めざそう値 現状値（令和３年度） 

児 童 書 

貸出冊数 
３７３，２５１冊 ３８０，０００冊 ２４５，０９３冊 

子ども数 
３１，７２４人 

２８，９７４人 

（現状値の人口） 
２８，９７４人 

子ども１人当

たりの貸出数 
１１．８冊 １３．１冊 ８．５冊 

 貸出数については新型コロナウィルス感染拡大防止のための臨時休館、開館

時間の短縮、外出自粛などの条件が重なり通常の図書館活動ができない時期が

あり、総数での比較ができないため、０歳から１８歳までの人口一人当たりの

平均値で比較しました。 

市立図書館における児童書の貸出冊数は、めざそう値には届きませんでした。 

＊新型コロナウィルス感染拡大防止のための臨時休館期間Ｒ２．４／１～６／９ 

開館時間短縮期間 Ｒ２．６／１０～６／３０、Ｒ３．１／５～３／７ 
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３ 第三次計画における課題 

 平成２３年度（第二次）から策定年ごとに「子どもの読書活動に関するアン

ケート調査」を実施しています。課題について調査結果を比較しました。 

⑴  読書が好きな子どもの割合 

 調査結果では、読書が好きな子どもの割合が減少したにもかかわらず、

読書量は増える結果となりました。学校での朝の読書活動や読書通帳など

による読書への動機付けの効果は見られたものの、本の楽しさを味わえる

読書につながらなかったと考えられます。 

 

【表１】 「好き」「どちらかといえば好き」と答えた割合の変化 

 

【表２】 １か月の読書量（記入実質冊数÷人数） 

  
２３年度 

（第二次） 

２８年度 

（第三次） 

令和３年度 

（第四次） 

小学３年生 17.6冊 20.3冊 20.7冊 

小学５年生 10.7冊 12.3冊 15.3冊 

中学２年生 3.7冊 3.3冊 4.0冊 

高校２年生 － 1.4冊 1.4冊 

※第二次（平成２３年）は高校生への調査実施なし 

＊【表１】、【表２】「熊谷市子ども読書活動推進計画」子どもの読書活動に関するアンケート調査結果より 

76.6%

80.2%

79.8%

83.0%

77.8%

85.3%

85.2%

90.5%

78.5%

89.2%

88.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校２年生

中学２年生

小学５年生

小学３年生

２３年（第二次） ２８年（第三次） 令和３年（第四次）
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 ⑵ 不読率 

１か月で１冊も本を読まなかった割合は中学生、高校生で増えています

が、小・中学生の１か月の読書量（冊数）は伸びています。*国の第四次「子

供の読書活動推進に関する基本的な計画」でも、小・中学生の不読率が改

善傾向を見せる中・高校生の不読率が課題とされ、中学生までの読書習慣

の形成が不十分であることがその原因であると分析しています。 

本市の調査では、本を読まない子どもの割合が増える一方、本を読む子

どもの読書量は増えるという結果となりました。たくさん読むか、全く読

まないかの二極化が起こっていると考えられます。 

本を１冊も読まなかった理由については、小学３年生が「本を読むのが

好きではないから」、中学生は「読みたい本がないから」という答えが最も

多く、幼いうちに子ども自身が読書の楽しさを感じる機会を充実させる必

要があります。 

【表３】1か月の読書が０冊と答えた割合 

 

【表４】１か月の読書量（記入実質冊数÷人数） 

 
 ※第二次（平成２３年）は高校生への調査実施なし 

 

*国の第四次「子供の読書活動推進に関する基本的な計画」 

 

＊【表３】、【表４】「熊谷市子ども読書活動推進計画」子どもの読書活動に関するアンケート調査結果より 
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 ⑶ 図書館・学校図書館の利用 

小学生については、半数近くが公共図書館を利用しています。また、学

校図書館や学級文庫も９０％以上が利用しており、子どもの身近に図書環

境を整備することが利用につながると考えられます。 

中学生については半数以上、高校生は７０％以上が公共図書館、学校図

書館を利用しないと回答しています。公共図書館に行かない理由は中学生

も高校生も「行く時間がないから」が最も多い回答となっています。 

 

【表５】県立図書館や市立図書館の利用率 

 

 

【表６】学校図書館や学級文庫の利用率 

 
 

＊【表５】、【表６】「熊谷市子ども読書活動推進計画」子どもの読書活動に関するアンケート調査結果より 
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4.5%
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0.4%
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５年生
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 ⑷ 情報化 

ア 電子書籍 

電子書籍の利用について、「よく読む」「ときどき読む」の割合は、コ

ロナ禍の影響もあり、全ての調査対象で伸びています。在宅でパソコン

やスマートフォンで利用できる資料として、図書館での貸出数も飛躍的

に伸びました。新型コロナウィルス対応に伴う小・中学校へのタブレッ

トＰＣ配備が進む中、益々期待される資料になると考えられます。 

 

【表７】電子書籍利用率 

  利用率＝（「よく読む」＋「ときどき読む」の回答数）÷調査人数×100％ 

※第二次（平成２３年）の調査実施なし 

 

＊【表７】「熊谷市子ども読書活動推進計画」子どもの読書活動に関するアンケート調査結果より 

 

 

【表８】図書館電子書籍利用状況 

 

 

 

 

 

＊【表８】「熊谷図書館利用統計」より 

 

 

平成３０年度 772  

令和元年度 624  

令和２年度 2,673  
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イ インターネット 

 「わからないことや知りたいことをどうやって調べるか」の質問に対し

ては、小学校３年生は図書館で調べたり、先生や家の人に聞いたりする

割合が高く、小学校５年生からはインターネットで調べると回答した割

合が最も高くなっています。 

 スマートフォンやタブレットＰＣなど、子どもを取り巻く情報環境の

変化により、子どもの読書環境への影響がうかがえます。 

 

 

【表９】インターネットで調べる割合 

 

※第二次（平成２３年）は高校生への調査実施なし 

 

＊【表９】「熊谷市子ども読書活動推進計画」子どもの読書活動に関するアンケート調査結果より 
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高校２年生

中学２年生

小学５年生

小学３年生

２３年（第二次） ２８年（第三次） 令和３年（第四次）
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 ⑸ 読み聞かせについて 

「あなたは、小さい頃どんな人に本の読み聞かせをしてもらっていたか」

の質問に対し前回調査までは、「家の人」と「保育・幼稚園の先生」が半々

であったのに対し、今回のアンケート調査では小学３年生以外の全ての学

年で「保育・幼稚園の先生」と答えた割合が多くなりました。 

ボランティアなど保護者以外からの子どもと本をつなぐ機会の充実を図

るとともに、＊近年共働き世帯が増加していることから、多忙な保護者が読

み聞かせに取り組みやすくする工夫が必要です。 

【表１０】小さい頃どんな人に本の読み聞かせをしてもらっていたか 

 
 

 
 

 

 

 

※第二次（平成２３年）は高校生への調査実施なし 

＊【表１０】「熊谷市子ども読書活動推進計画」子どもの読書活動に関するアンケート調査結果より 

 
＊令和２年度版厚生労働白書によれば、共働き等世帯数（雇用者の共働き世帯）は、平成９年以降「男性

雇用者と無業の妻からなる世帯」を一貫して上回り増加傾向で推移している。（図表１－１－３共働き等世

帯数の年次推移） 
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第３章 基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

第三次計画での成果と課題を踏まえ、本市における子ども読書活動の更なる

推進を図るため、次の基本理念を掲げます。 

 

 

“伝えよう読書の楽しさと知る喜びを” 

「子ども読書推進のまち熊谷」 

 

 

２ 基本方針 

 子ども自身が読書の楽しさを知り、市民が子どもの読書活動の大切さを理解

し、家庭・地域・図書館・学校などが連携していくため、次のとおり基本方針

を定めます。 

 

⑴  みんなで読書 

     家庭・地域・図書館・学校などが連携し、子どもの読書活動を支援しま

す。 

 

⑵  楽しく読書 

     子どもが、自ら、興味・関心をもって、読書に向かう環境を整えます。 

 

⑶  読書は心の宝物 

   生涯にわたり、人生の核となるような本との出会いのきっかけをつくり 

ます。 
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３ 計画の指標 

子どもの読書活動に関するアンケート調査の結果及び児童書の貸出数等の

推移から、計画の数値目標を定めます。 

⑴  読書が好きな子どもの割合 

 平成２８年度   現状値（令和３年度） めざそう値（令和８年度） 

小学生 ８７．９％ ８１．４％ ８３．０％ 

中学生 ８５．３％ ８０．２％ ８１．０％ 

高校生 ７７．８％ ７６．６％ ７７．０％ 

   「あなたは本を読むことが好きですか」という質問には、「好き」と「どち

らかといえば好き」を合計すると、第三次計画策定時（平成２８年度）小学

生は８７．９％、中学生は８５．３％、高校生は７７．８％であったものが、

今回の調査（令和３年度）では小学生は８１．４％、中学生は８０．２％、

高校生は７６．６％となりました。小・中学生ともに５ポイント程度の減少、

高校生は１．２ポイント減少しました。 

令和８年度に、小学生８３．０％、中学生８１．０％、高校生は７７．０

％を目指します。 

 

⑵  子どもの１か月の読書量 

 平成２８年度   現状値（令和３年度） めざそう値（令和８年度） 

小学生 １６．３冊 １８．０ 冊 ２０．０冊 

中学生 ３．３冊 ４．０ 冊   ５．０冊 

高校生 １．４冊 １．４ 冊   ２．０冊 

  本市の子どもの１か月の読書量は、小学生は、平成２８年度の１６．３冊か

ら、今回の調査では１８．０冊と１．７冊増加しました。中学生は、３．３冊

から４．０冊と０．７冊増加しました。高校生は横ばいとなりました。 

令和８年度に、小学生２０．０冊、中学生５．０冊、高校生は２．０冊を目

指します。 
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⑶  市立図書館における児童一人当たりの図書の貸出冊数 

 平成２８年度   現状値（令和３年度） めざそう値（令和８年度） 

児 童 書 

貸出冊数 
１１．８冊 ８．５冊 １０．０冊 

市立図書館における児童一人当たりの図書の貸出冊数は平成２８年度の１１．

８冊から８．５冊に減少しました。 

令和８年度に、１０．０冊を目指します。 

＊令和２年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため臨時休館期間があり、

比較方法を実数比較から平均値比較に変更しました。 

計算方法 子どもの平均利用数＝図書館児童書貸出冊数÷０歳～１８歳の人口  

  

 

児童書の貸出数等の推移               各年度４月１日現在 

年 度 平成１８年度 平成２３年度 平成２８年度 令和３年度  

児童書数 

(冊) 
124,960 133,709 131,814 138,637 

貸出数 

(冊) 
306,176 329,922 373,251 245,093 

児童一人当たりの 

貸出数（冊） 
8.8 9.7 11.8 8.5 

人口 (人) 

(0~18 歳) 
34,627 34,081 31,724 28,744 
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第４章 子どもの読書活動推進のための具体的な方策 

第３章における基本方針に基づき、次に挙げる４７の主な取組を通じて子ど

も読書活動の推進を図ります。 

 

１ 家庭において 

  幼い頃からの読書習慣が子どもの自立した読書には重要と考え、家庭での

読書活動を推進していきます。 

 

【主な取組】 

No.１ ブックスタート事業の推進 

 図書館が乳児健診（４～５か月健診）会場と３歳児健診会場で行った

保護者への「乳幼児の保護者に対する読書に関する聞き取り調査」で、

約９５％の保護者が読み聞かせに関心があると答え、乳幼児の保護者の

読み聞かせに対しての意識が高いことが分かりました。 

ブックスタート事業は、全ての親子に絵本の読み聞かせを楽しむ体験

をしてもらい、絵本をプレゼントする活動です。読み聞かせでの赤ちゃ

んと保護者とのふれあいや、心の通い合いが子どもの知力、情緒、認識

力の発達に必要だと言われています。保護者の意識が高い時期に、読み

聞かせや読書活動に関する情報提供を行います。 

 

No.２ 「親子読書の日」のすすめ 

   週に一日各家庭で曜日を決めて、短い時間でもテレビを消して、お子

さんと一緒に本の世界を楽しんでもらう活動です。 

   啓発パンフレットを配布し、家庭での読書活動につなげるため、学校

や幼稚園、保育所（園）、地域子育て支援拠点などに図書館職員やボラ

ンティアが出向いて読み聞かせの楽しさを伝えるとともに、家庭での読

書の啓発を行います。 

 

No.３ ３減運動と図書館利用の推進 

   ３減運動（テレビ、ゲーム、携帯電話の時間を減らし、家族との会話、

予習・復習、読書の時間を増やす取組）を推進し、図書館利用の促進を

図ります。 

 

No.４ 乳幼児健診対象者への啓発 

  母子健康センターで実施される乳幼児健診時に図書館で作成したお
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すすめ絵本リストを配布し、保護者への啓発を行います。 

 

２ 地域において 

  あらゆる世代の子どもたちと本を結びつけるため、地域においても本とふ

れあう機会の充実に努めます。 

 

【主な取組】 

 No.５ 地域子育て支援拠点における推進 

本市では、市内の公民館、児童館、保育所（園）、大学、商業施設な

ど１９か所で地域子育て支援拠点（子育て支援センター）を開設してい

ます。 

子育て支援センターでは、言葉を覚え、想像力・集中力を養うことを

目的に絵本の読み聞かせを事業の中に取り入れています。 

 乳幼児と保護者が主な利用者になることから、読み聞かせへの意識が

高い時期である保護者に読み聞かせの大切さを伝え、家庭においても実

践できるよう啓発活動を行っていきます。 

 

No.６ 子育て世代包括支援センターにおける推進 

   妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談窓口「くまっこるーむ」で

は、子育て支援コーディネーターが定期的に開催する「くまっこサロン」

の中で、子育て相談と合わせて新米パパ・ママと赤ちゃんが手軽に楽し

めるコミュニケーションツールとして、わらべうたや絵本の読み聞かせ

を推奨していきます。 

 

 No.７ 放課後児童クラブにおける推進 

市内の放課後児童クラブでは、保護者の方が仕事などで日中不在にな

っている小学生を対象に、放課後児童の保育を行っています。 

各クラブには図書コーナーがあり、読み物や図鑑など生活の中で子ど

もが本に触れる環境の整備を行っています。職員やおはなしボランティ

アによるおはなし会を実施するほか、読書の時間を設け子どもが読んだ

本のＰＯＰを作成し、子ども同士でも本を紹介し合うなど、放課後児童

クラブの活動の中で、本に親しむ機会の提供を行っていきます。 

 

 No.８ 家庭文庫における推進 

   市内の家庭文庫では、自宅の一部を開放し子どもに読書の場と機会を

提供します。良い図書を取り揃え、地域の子どもたちに図書の貸出しや
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おはなし会など、本の楽しさを伝える活動を行っていきます。 

 

No.９ 親子教室（すくすくスクール）での読み聞かせ 

  母子健康センターでは言葉の発達がゆっくりな子どもや、行動面に心

配がある子どもを対象に親子教室を実施しています。子どもの成長を支

える目的で、遊びや大型絵本の読み聞かせを行い、子どもの発達を促し

ていきます。 

 

  

３ 図書館において 

  今回の調査の結果では、図書館に「よく行く」「ときどき行く」と答えた小

学生は半数以上いました。図書館が子どもの身近な施設として活用されてい

ることが分かります。 

 

【主な取組】 

 No.10 本との出会いの楽しさを伝える機会の充実 

子どもが自ら自由に本を探し、落ち着いて本を読んだり、学習したり

できる快適な環境づくりに努めるとともに、本のことについて気軽に相

談できる体制づくりを行うなど図書館サービスの充実を図ります。 

図書館では、子どもに本の楽しさを伝え、本への新たな興味を育むた

め、おはなし会を開催しています。少人数を対象にした地道な活動です

が、良いおはなしや本の楽しさを体験してもらい、次の読書へと導くた

めの図書館の原点ともいうべき事業ですので、引き続き実施していきま

す。 

また、子ども会や季節に合わせた親子参加型の行事などを開催し、図 

書館に親しむ機会を提供します。 

 

 No.11 図書等の整備・充実 

  子どもの多様な読書要求に応えられるよう、絵本、児童書、紙芝居、

視聴覚資料などの整備・充実を図ります。 

  また、紙媒体の書籍による読書だけでなく、スマートフォンやタブレ

ットＰＣの普及に加え、コロナ禍での外出自粛で受け入れられた電子書

籍についても、ニーズに対応できるよう継続的に収集していきます。 

  しかしながら、電子機器と子どもの育ちへの悪影響については、*日

本小児科医会からの提言もあり、図書館としては、年齢に合った利用を

呼びかけるよう努めます。 
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市立図書館４館は、図書館資料の収集にあたり、身近な地域図書館と

してヤングアダルト（ＹＡ）図書や児童図書の整備に努めるなど、各図

書館が協力と分担により効率的な蔵書構成を図ります。 
*日本小児科医会からの提言 社団法人日本小児科医会は、メディア接触が子どもたちの成長に及ぼす

影響に配慮することの緊急性、必要性を「子どもとメディア」の問題に対する提言で呈示している。 

 

 

 No.12 図書館における設備等の整備・充実 

利用者のニーズに応じた乳幼児用絵本のコーナーや小・中・高校生向

け図書のコーナーの設置などの環境整備を行うとともに、効率的・有効

的に図書の収集保存ができる施設として整備に努めます。 

子どもが、インターネット上でも気軽に図書館の本の情報に触れ、予

約などの仕組みをうまく利用できるよう、図書館システムを充実してい

きます。 

  

No.13 図書館職員の資質の向上 

 子どもへのきめ細かなサービスを充実させるため、児童書を担当する

図書館職員は、児童書についての幅広い知識や読み聞かせの技術など、

子どもに本に親しんでもらうための知識・技術を身に付ける必要があり

ます。そのため、図書館職員は司書資格を有することが望まれます。子

どもにも保護者にも信頼される図書館職員を目指し、各種講習会への参

加や自主研修などにより資質の向上に努めます。 

 

 No.14 乳幼児サービスの充実 

 人生ではじめて本に接することになる乳幼児期は、本との出会いがより

良いものになるための重要な時期です。しかしながら、保護者の協力なく

しては赤ちゃんが本に出会うことは不可能です。このことを踏まえ、パン

フレットの配布や図書館職員のフロアワーク、おはなし会などで、機会あ

るごとに読み聞かせの重要性について、保護者に働きかけていきます。 

 また、生まれたばかりの赤ちゃんには、絵本の前身といわれる、わらべ

うたや子守歌を「ちいさいこのおはなし会」や、ＹｏｕＴｕｂｅで配信し、

家庭での実践にむけて推奨していきます。 

 その他、子ども室では赤ちゃんがハイハイでも動けるような赤ちゃん

専用のコーナーを設け、赤ちゃんの発達段階に合わせて楽しむことので

きる絵本を取り揃えます。また、本選びに迷っている保護者のために、

対象年齢ごとにおすすめする絵本の紹介にも努めます。 
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No.15 児童サービスの充実 

 多くの子どもにとって図書館は、一人の市民として利用する初めての

公共施設と考えられます。また、将来にわたって図書館の良き利用者、

理解者となることから図書館でのマナーや貸出しや返却などの利用を

通じて公共性を学ぶなど、子どもに親しんでもらえる施設を目指します。 

また、学校とは別の自由な読書ができる場として、子どもたちが自ら

本を選び読む喜びを知り、より良い読書習慣につながるような環境を整

えていきます。そういった段階を追って、目的に応じた本の活用や、調

べ学習などにも対応できるような、子どもにとって身近な読書施設であ

るよう努めます。 

 

No.16 ヤングアダルト（ＹＡ）サービスの充実 

 今回の調査で、１か月に１冊も本を読まなかった割合は、中学生、高校

生で増えています。中学生、高校生の不読については、国の「子供の読書

活動の推進に関する基本的な計画」でも指摘されています。 

本を読まない理由に、中学生は「読みたい本がないから」、高校生は「部

活が忙しいから」が最も多くなっています。日常生活が多忙となるため一

時期、本から遠ざかる傾向がありますが、本の面白さ、楽しさを分かち合

える仲間との交流の場となるような図書館づくりを目指します。 

中学生、高校生を中心とした世代を、児童とも成人とも異なる要求をも

った独自の存在「ヤングアダルト（ＹＡ）」としてとらえ、専用のコーナ

ーを設置し、興味を引く情報・資料を用意して豊かな読書の世界を紹介し

ます。また、ビブリオバトルや、本の紹介コーナーなど、若い人同士のコ

ミュニケーションの場を検討していきます。 

中学校では学校図書館補助員と連携を図り、ブックトークなど本を紹介

する機会の充実に努めます。 

高等学校とも連携を図り、高校図書館司書が作成する「埼玉県の高校司

書が選んだイチオシ本」のリストやＰＯＰ、ポスターを市立図書館にも掲

示し高校生の利用拡大に努めます。 

 

No.17 障がいのある子どもへのサービスの充実 

 「障害者差別解消法」（「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」）の施行（平成２８年４月）により、図書館等の社会教育施設で

は、障害者への合理的配慮の提供が義務付けられました。 

 様々な理由により、図書館を利用する上で、特別な配慮を必要とする

子どもが本に親しむことができるよう、多様な図書館サービスの展開が
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必要と考えます。近年徐々に出版されはじめた点訳絵本、ＤＡＩＳＹ（デ

イジー）図書、ＬＬブック、布絵本、さわる絵本などの収集をするとと

もに、施設・設備面でも図書館を快適に利用できるよう考えていきます。 

また、特別支援学校や福祉施設などへの配本を行うとともに、特別支

援学級には図書館職員やボランティアによる出張おはなし会を積極的

に実施し、特別な配慮を必要とする子どもたちが本に親しむ機会の拡大

に努めます。 

 

 No.18 多文化・多言語サービスの充実 

 日本語を母国語としない子どもへのサービスとして、外国語で書かれ

た絵本や児童書の収集に努めます。また、日本語を学ぶ一助となるよう、

外国語併記の絵本などの収集も行っていきます。 

 

 No.19 読書ボランティアの養成 

 今回の調査では、「小さい頃どんな人に本の読み聞かせをしてもらっ

ていたか」についての質問に対し、「家の人」と「保育・幼稚園の先生」

と答えた割合が多くなりました。 

一人でも多くの子どもたちに読書の楽しみを知ってもらうためには、

大人の手助けが必要です。保護者に代わる読み聞かせの機会の充実を図

るため、読み聞かせボランティアを養成し、より良い活動が行えるよう、

子どもの読書に関する研修の機会を提供します。 

また、ボランティア団体間での交流会や市立図書館との交流会等を定

期的に実施するなど、活動の意味・目的を共有しながら、計画性をもっ

た活動を展開するよう努めます。 

 

 No.20 図書館ネットワークの整備 

 個々の図書館では限界があるサービス内容の拡充と、地域格差の是正

を図るため、全市域が一体となった図書館ネットワークの構築に努めま

す。 

市立熊谷・大里・妻沼・江南図書館をはじめ、移動図書館・予約受取

サービスポイントなど、それぞれの図書館機能を整備・充実させ、図書

館が発信する情報をＩＣＴの利用により便利に使えるように進めていき

ます。 

県立久喜図書館「子ども読書支援センター」などと連携し、県内の公

共図書館の子ども読書活動推進についての情報交換や相互貸借を推進し

ます。 
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 No.21 保護者に対する啓発活動の推進 

子どもの年齢や成長に合わせ、多様な興味に対応した本のリストの作

成、乳幼児期から絵本とのふれあいや、読書の意義を伝えるパンフレッ

トの作成・配布を行い、依頼に応じて「親子読書のすすめ」の講座を行

うなど読書に関連する保護者への啓発活動を推進します。 

 

 No.22 優良な図書の普及 

 優良図書リストを作成して、保育所(園)・幼稚園、小・中学校に配送

するとともに、保健センターの健診時に配布することによって、読書活

動の取組を支援します。 

また、市立図書館の子ども室などでは、優良図書の展示、テーマや季

節に合わせた特集コーナーの充実を進めていきます。 

 

 No.23 「子ども読書の日」を中心とした啓発・広報 

 「子ども読書の日」（４月２３日）から始まる「こどもの読書週間」（４

月２３日～５月１２日）に特集展示や行事を開催し、子ども読書活動の

推進に向けた機運が高まるよう啓発活動を行います。 

 また「熊谷市子ども読書の日」を設け、更なる啓発活動を行います。

市報、図書館ホームページを活用して、子ども読書に関連する施策の周

知を図り、子どもやその保護者に読書がもたらす意義や楽しさについて

啓発を行います。 

 

 No.24 広報紙、ホームページなどでの情報提供 

 図書館では、本についての情報やおはなし会、映画会などの開催情報

について、図書館のホームページや「市報くまがや」、「こども広報くま

がやキッズ」などで情報提供し、子どもの読書意欲を高めます。 

 

No.25 子ども向け利用案内の作成 

    子どもが本選びや調べ物などで、図書館を活用しやすくするために、子

ども向けの利用案内を作成し、図書館利用を促進します。 

 

 No.26 図書館見学、職場体験を通した啓発 

小学生の図書館見学や中学生・高校生の職場体験学習を通じて、図書

館の仕事や役割について理解を深め、図書館や読書に対する興味を高め、

図書館利用の促進を図ります。 
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 No.27 図書館と学校との連携 

授業の補助教材としての図書や、子どもが自ら取り組む調べ学習のた

めの団体貸出や、児童のパソコン配備を活用した、ホームページからの

図書館資料の予約や電子書籍の利用方法の指導など、学校との連携・協

力を更に深め、図書館利用を促進していきます。 

また、学校図書館の運営に関する協力や、学校図書館部会との連携に

努めます。 

 

 No.28 図書館と地域との連携 

 保育所（園）・幼稚園、児童館、子育て支援センター、放課後児童クラ

ブなどに、図書館資料の団体貸出を行い、地域での子どもの読書活動を

支援します。地域の児童館、公民館などからの要請に基づき、乳幼児と

その保護者や園児を対象とした出張おはなし会、読み聞かせ講座などを

実施して地域との連携を深めます。 

更に、移動図書館を運行して、図書館から離れた地域の子どもたちに

対するサービスの提供に努めます。 

 

 No.29 図書館とボランティア団体・関係機関等との連携 

 図書館では、子どもの読書活動を効果的に推進していくため、読み聞

かせやおはなし会などの活動を行っている各地域のボランティア団体や、

子ども読書に係る関係機関と連携・協力し、研修会や交流会を実施して

いきます。 

また、各関係機関において、子どもの読書活動を推進するため、様々

な事業が実施されていますが、情報交換や相互協力を図れるよう、情報

共有ができる体制整備に努めていきます。 

 

 

４ 学校において 

読書活動に学校全体で取り組むことは、子どもの読書に対する意識を高める

だけでなく、教職員や保護者の読書に対する関心を高めるという点でも大切で 

す。 

 

【主な取組】 

No.30 組織的・計画的な読書活動への取組の推進 

現在、市内全小・中学校で朝の読書活動等の全校一斉読書活動に取り

組んでいます。今後もこの取組を継続するとともに、「子ども読書の日」
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や「読書週間」、「熊谷市子ども読書の日」などに合わせて全校的な取組

を推進していきます。 

 

No.31 家庭との連携 

 子どもの自主的な読書活動の推進には、学校と家庭の連携が欠かせませ

ん。学校は、３減運動の啓発を推進していく中で、保護者会等を通じて、

読書の意義を伝えるとともに、家庭と共通の認識を持ち、協力して子ども

が読書に親しむ機会を提供できるよう努めます。 

たとえば、学校と家庭双方で読み聞かせを行ったり、大人が手本となっ

て率先して読書を行う姿勢を子どもに示したりすることなどが挙げられま

す。これらによって、子どもの読書に対する意識を高め、進んで読書を行

う態度と読書習慣を身に付けられるよう努めます。 

 

No.32 本とのふれあい事業における推進 

 現在、本の読み聞かせボランティア（６団体）の方が、昼休みや放課後

の時間を使い、希望があった小学校へ出向き、読み聞かせを行っています。

令和２年度の実績としては、「本とのふれあい事業」を１６校で、１３８

回開催し、延べ４，２９６名の参加がありました。 

今後も本に触れる機会を通して、本や読書に親しみ、子どもの豊かな心

を育てるとともに、読書習慣を身に付けるきっかけづくりとして実施して

いきます。 

 

No.33 児童・生徒同士で交流する読書活動の推進 

同世代、または上級生、下級生など子ども同士の交流における影響は大

きいことから、ＰＯＰによる本の紹介コーナーの設置や、上級生から下級

生への読み聞かせなど読書の楽しさを子ども同士で共有する取組を推進し

ます。 

 

No.34 学校における図書の整備・充実 

 子どもの多様な興味・関心に応える魅力的な図書資料や、各教科、道徳、

特別活動、総合的な学習の時間等において必要な図書資料などの整備・充

実を図るよう努めます。 

また、小学生には学校図書館や学級文庫が最も身近な図書資料になって

います。そのため、市立図書館の団体貸出を利用したり、家庭から持ち寄

ったりなどの方策を行い、更なる図書の充実を図ります。 
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No.35 学校における設備等の整備・充実 

子どもが読書を楽しみ、本に親しむことを習慣化するために、学校図

書館を子どもが活用しやすい空間にしていくことと同時に、「心のオアシ

ス」として、子どもが安らぎを覚えるような空間にしていくことが大切

です。 

各学校では、机や書架のレイアウト、新刊本の紹介などの掲示等を工

夫したり、リラックスして読書に親しむ空間を創出するなど、図書館環

境の改善に取り組んでいます。 

今後は、情報の共有化を図り、より良い学校図書館づくりを推進して

いくために、市立図書館の取組や先進校の実践を学ぶ機会として、学校

図書館部会や司書教諭、学校図書館補助員の研修会を充実させていきま

す。 

 

No.36 司書教諭等の配置 

司書教諭や学校司書は、学校図書館資料の選択・収集・提供、読書相

談、子どもの読書活動に対する指導など、子どもの読書活動を推進する

上で、重要な役割を果たします。 

そのため「熊谷市学校管理規則」の規定により、市内の１２学級以上

の全小・中学校に司書教諭を配置しています。また、その職務を補う役

割として、全小・中学校に学校図書館補助員を配置しています。 

今後も司書教諭等の配置を推進し、学校図書館の人的充実を図ってい

きます。 

 

No.37 学校図書館補助員や地域との協働 

市内の全小・中学校に配置されている学校図書館補助員は、学校図書

館主任（司書教諭等）と連携・協力し、学校図書館の運営に大きく貢献

しています。 

今後、学校図書館補助員の研修を更に充実させ、図書館運営をより活

性化させるよう努めます。 

また、主に小学校において行われている読み聞かせやおはなし会など

の、多様な読書活動を充実させるため、保護者や地域ボランティアとの

連携を更に推進していきます。 

 

No.38 学校での障がいのある子どものための諸条件の整備・充実 

障がいのある子どものため、学校図書館及び特別支援学級では、必要

な図書資料の充実を図ったり、障がいの種類や程度に応じ、拡大器やコ
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ンピューター等を活用したりして、障がいのある子どもの読書する意欲

を高めています。 

今後も更に有効な図書や資料を増やす等、諸条件の整備・充実に努め

ます。 

 

No.39 「こころのたから」推薦図書の選定 

小学校２２０ 冊(低学年１１０冊、高学年１１０冊)、中学校２０６

冊の推薦図書「こころのたから」を選定し、小・中学生が読む本を選ぶ

一つの目安として活用できるよう引き続き紹介していきます。 

また、「こころのたから」の一層の活用を図るため、読書に親しむ環

境づくりや読書指導の取組を進めていきます。 

 

No.40 「読書週間」「読書月間」などにおける普及・啓発 

「読書週間」、「読書月間」などの機会を利用して、読み聞かせや本の

紹介、また、読書感想文、読書感想画の制作により、読書に親しむため

の啓発をしていきます。 

更に、子どもが自主的に読書活動を行うことができるよう、読書月間

において達成目標を掲げ、全校読書の充実を図ります。 

 

No.41 保護者への本の大切さの発信、情報提供 

保護者に対する情報の提供については、小・中学校では、学校だより

や図書館だより、保護者会等を通じて、子どもの読書に対する意識を高

めていきます。 

 

 

５ 保育所（園）・幼稚園において 

保育所（園）や幼稚園は、園児にとって、家庭と同様に長い時間を過ごす場

所です。保護者が忙しい家庭であっても、保育所（園）や幼稚園で日常的に読

み聞かせを行うことで、より多くの子どもたちが絵本や物語の楽しさを体験す

ることができます。子どもの心の成長に大事な時期を過ごす保育所（園）や幼

稚園での読書活動は重要となっています。 

 

【主な取組】 

No.42 保育士・幼稚園教諭の資質の向上 

 絵本の重要性や与え方などに関する研修会を開催するとともに、外部

研修にも参加して保育士・幼稚園教諭の資質の向上に努めます。 
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 No.43 保育所（園）・幼稚園においての図書の整備・充実 

 不朽の名作や科学読み物、年齢に合った絵本や図鑑を設置し、生活の

中での気付きや発見を後押しできるような本を子どもの身近に設置して

いきます。 

 

 No.44 読み聞かせやおはなしを聞く機会の充実 

 保育士・幼稚園教諭による読み聞かせ、おはなし会等を実施するとと

もに、必要に応じて図書館やボランティア団体や保護者と協力連携する

ことにより、子どもが本に親しむ機会の充実に努めます。 

 

 No.45 保育所（園）・幼稚園での障がいのある子どもの読書活動の推進 

 落ち着いて読書に親しむ環境づくりを心がけ、子どもの興味に合わせ

た絵本の設置を行います。 

絵本を通して、コミュニケーションが生まれるような関わりを工夫し、

大型絵本など必要に応じて、その子どもに適した絵本を読むことで子ど

もたちの心を育てていきます。 

 

No.46 保護者への本の大切さの発信 

保育所（園）・幼稚園では、「園だより」や懇談会等で、読み聞かせや

絵本を通した子どもとの関わりの大切さや、読んで欲しい絵本の紹介な

ど、子どもが本に親しむための情報発信に努めます。 

また、園の本の貸出しを行い、親子で本を読む楽しみを味わう機会の

推奨に努めます。 

 

６ 熊谷市子ども読書活動推進協議会  

No.47 本計画を実効性のあるものとするため、進捗状況を確認し、必要な見

直しを行うなど、総合的・継続的な推進を行うための組織として「熊谷

市子ども読書活動推進協議会」を設置しています。 

 協議会では、主催事業として各種研修会、交流会、読書啓発用のパン

フレットの作成を行います。 

 また、子どもの読書活動に関するアンケート調査を実施し、読書に対

する意識の変化と計画目標の達成状況を把握し、本計画の事業管理を行

います。 
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絵 本 の 読 み 聞 か せ

団 体 貸 出 （ 大 型 絵 本 等 ） の 活 用

読 書 通 帳

３ 減 運 動 の 推 進

子 育 て サ ロ ン

本 の 読 み 聞 か せ ・ 本 と の ふ れ あ い 事 業

家 庭 へ の 啓 発

各 教 科 に お け る 図 書 の 活 用

読 書 指 導 と 推 薦 図 書 「 こ こ ろ の た か ら 」 の 紹 介 

朝 の 読書 を は じ め と す る 一 斉 読 書

読 書 通 帳 ・ 記 録 の 活 用

図 書 環 境 の 整 備 と 司 書 教 諭 ・ 学 校 図 書 館 補 助 員 の 配 置

読 書 に 親 し む 機 会 の 充 実

親子教室での読み聞かせ

保 護 者 へ の 啓 発

保 護 者 ・ 職 員 へ の 啓 発

保 護 者 へ の 啓 発

「 お す す め 絵 本 リ ス ト 」

家 庭 文 庫 の 活 動

ブ ッ ク ス タ ー ト

親 子 読 書 の す す め

障 が い の あ る 子 ど も へ の サ ー ビ ス

多 文 化 ・ 多 言 語 サ ー ビ ス

研
　
修
　
・　
交
　
流

図 書 ・ 図 書 館 環 境 ・ 図 書 館 職 員  な ど の 整 備 ・ 充 実

「 お す す め 絵 本 リ ス ト 」
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資料編 

１ 熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）事業一覧 

２ 子どもの読書活動に関するアンケート調査結果 

３ 乳幼児の保護者に対する読書に関する聞き取り調査結果 

４ 子どもの読書活動の具体的な取組例 

５ 子どもの読書活動の推進に関する法律 

６ 熊谷市子ども読書活動推進協議会設置要綱 

７ 熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）策定委員会設置要綱 

８ 熊谷市子ども読書活動推進協議会委員（兼策定委員）名簿 

９ 熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）策定の経過 

【用語解説】 

後ろ見返し 

「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実践』と『３減運動』」のリーフレット 
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１ 熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）事業一覧                        

事 業 名 事 業 概 要 実 施 機 関 

おはなし会 

おはなし（ストーリーテリング）、絵本の読み聞かせ、

紙芝居、パネルシアターなどをおおむね４歳以上の

子どもを対象に定期的に実施する。 

熊谷図書館 

妻沼図書館 

大里図書館 

江南図書館 

ちいさいこの 
おはなし会 

乳幼児と保護者を対象に、わらべうた、手遊び、絵

本の読み聞かせ、パネルシアターなどを実施する。 
熊谷図書館 

妻沼図書館 
江南図書館 

出張おはなし会 

小学校、幼稚園、児童館、地域子育て支援拠点など

からの依頼に応じ、施設に出向き、おはなし（スト

ーリーテリング）、絵本の読み聞かせの実施、親子向

けには家庭での読み聞かせのすすめなどの説明を行

う。 

熊谷図書館 

妻沼図書館 

大里図書館 
江南図書館 

子ども会 

夏休み、冬休み、春休みに、時季に応じた科学遊び、

クリスマス行事、特別おはなし会を実施する。 
熊谷図書館 

妻沼図書館 

大里図書館 

江南図書館 

子ども映画会 

アニメーションを中心とした子ども又は親子で楽し

めるビデオ、ＤＶＤの上映会を実施する。 
熊谷図書館 

妻沼図書館 

大里図書館 

江南図書館 

子ども図書館 

まつり 

春のこどもの読書週間と、秋の読書週間の行事とし

て、各館年１回、小学生を対象に、図書館業務の体験

や施設見学、特別おはなし会などを実施する。 

熊谷図書館 

妻沼図書館 

大里図書館 

江南図書館 
保育士・ 

幼稚園教諭 

研修会 

毎年夏休みに、保育士・幼稚園教諭、地域子育て支援

拠点の職員を対象に「エプロンシアター講習会」「わ

らべうた講習会」等の研修を実施する。 
熊谷図書館 

熊谷市子ども 

読書活動推進 

交流会 

市内の子どもと本に係る関係者や一般の方を対象に、

毎年講演会や事例発表の内容で実施する。 
熊谷市子ども読書 
活動推進協議会 

児童文化講座 
子どもの読書に関わる大人や親子を対象に、ボラン

ティア養成講座やわらべうたの講習会を実施する。 
熊谷図書館 
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学校図書館 

補助員配置 

事業 

市内の小・中学校の学校図書館で、図書の整理や貸

出等の業務に、年間１２０回(１回４時間程度)配置

する。 

学校図書館補助員研修会を定期的に実施する。 

学校教育課 

学力向上対策 

推進事業 

小学生・中学生を対象に、それぞれ２００冊程度の推

薦図書をリストにした「こころのたから」を作成し、

全小・中学校に配布する。 

学校教育課 

本とのふれあい

事業 

希望する小学校へ放課後や昼休み等の時間を使い、

ボランティアによる読み聞かせ活動を実施する。 

ボランティア研修会を年 1回実施する。 

社会教育課 

ブックスタート

事業 

乳児健康診査の中で、ブックスタートパックをプレ

ゼントし、絵本の読み聞かせの方法を説明し、絵本

を読む楽しさを伝える。 

母子健康センター 

発達支援事業 
親子教室（すくすくスクール）の中で、絵本の読み

聞かせを実施する。 
母子健康センター 

図書啓発事業 

年齢に合ったおすすめ図書のリストを作成し、利用

者や小学校・中学校に配布する。 

乳幼児向けのおすすめ図書のリストを作成し、図書

館利用者やブックスタートで配布する。 

熊谷図書館 

母子健康センター 

親子読書の日

啓発事業 

週に１日親子で読書を楽しむ活動をチラシや講座で

推進する。 
熊谷図書館 

読書通帳 

配布事業 

子どもが読んだ本を自分で記録・管理し、財産とす

ることにより、読書意欲を高め、本を読む楽しさを

知ってもらうことを目的に配布する。 

熊谷図書館 

妻沼図書館 

大里図書館 

江南図書館 

おはなし会 

ボランティア

勉強会 

市立図書館のおはなし会で活動するボランティア向

けの勉強会を月１回程度実施し、活動目的を共有し

ながら資質の向上に努める。 

熊谷図書館 

妻沼図書館 

大里図書館 

江南図書館 
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２ 子どもの読書活動に関するアンケート調査結果 

「熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）」策定の基礎資料とするため、 

熊谷市内の小学校、中学校、高等学校を対象に「子どもの読書活動に関するア

ンケート調査」を実施しました。 

調査の概要は次のとおりです。 

１ 調査期間 令和３年７月１２日(月)～１６日(金) 

２ 調査対象 小学校３年生・５年生、中学校２年生 

高校２年生 

３ 調査方法 前回対象校の１組の児童・生徒 

４ 調査回答数 ９７４人 

 ⑴ 小学校 １０校５３２人（３年生２６５人、５年生２６７人） 

 ⑵ 中学校  ６校１９７人 

 ⑶ 高等学校 ７校２４４人 

５ 調査項目 

【質問１】 あなたは、本を読むことが好きですか。 

【質問２】 あなたは、先月(６月)１か月で、何冊ぐらい本を読みましたか。 

【質問３】 質問２で「０冊」と記入した人に聞きます。読まなかったのはな

ぜですか。 

【質問４】 あなたは、学校図書館や学級文庫の本を読んだり、借りたりしま

すか。 

【質問５】 あなたは、市立図書館や県立図書館に行きますか。 

【質問６】 質問５で「行かない」と記入した人に聞きます。行かないのはな

ぜですか。 

【質問７】 あなたは、わからないことや知りたいことがある時、どうやって

調べますか。 

【質問８】 あなたは、小さい頃どんな人に本の読み聞かせをしてもらいまし

たか。 

【質問９】 あなたは、電子書籍（パソコンやタブレット端末、スマートフォ

ンを使う読書）を利用しますか。 

＊【質問10】 あなたは図書館や学校で配られている「読書通帳」や「読書カー

ド」に読んだ本を記録していますか？ 

＊質問10は新規の設問、対象は小・中学生のみ 
  



31 
 

【質問１】あなたは、本を読むことが好きですか。１つ選んでください。   

(単位:人)  

 
好き 

どちらかと 

いえば好き 
どちらかと 

いえば嫌い 
嫌い 無回答 合計 

小学３年生 １４６ ７４ ２５ １７ ３ ２６５ 
小学５年生 １１２ １０１ ３８ １４ ２ ２６７ 
中学２年生 ８６ ７２ ２３ １３ ３ １９７ 

高校２年生 ８３ １０４ ４４ １３ ０ ２４４ 
                                  (単位:％) 

 
好き 

どちらかと 

いえば好き 
どちらかと 

いえば嫌い 
嫌い 無回答 合計 

小学３年生 55.1 27.9 9.5 6.4 1.1 100.0 
小学５年生 42.0 37.8 14.2 5.2 0.8 100.0 
中学２年生 43.7 36.5 11.7 6.6 1.5 100.0 
高校２年生 34.0 42.6 18.0 5.4 0.0 100.0 
                                                                   (単位:％) 

 好き 嫌い 無回答 合計 
小学３年生 83.0 15.9 1.1 100.0 
小学５年生 79.8 19.4 0.8 100.0 
中学２年生 80.2 18.3 1.5 100.0 
高校２年生 76.6 23.4 0.0 100.0 
 

【分析】 

学年が上がるにつれて「好き」と答えた割合は下がるものの、「好き」と「ど

ちらかといえば好き」を合わせると、小学３年生では83.0％（平成28年：90.5

％）、小学５年生では79.8％（平成28年：85.2％）、中学２年生も80.2％（平成

28年：85.3％）と前回調査より下がってはいるが、高い割合を示している。高

校２年生も４人に３人（76.6％）は本を読むことが好きなのがわかる。前計画

からの推移をみると、すべての学年で減少している。 

 

※「好き」「どちらかといえば好き」と答えた割合の変化     （単位:％） 

 ２３年（第二次） ２８年（第三次） 令和３年（第四次） 
小学３年生 88.7 90.5 83.0 
小学５年生 89.2 85.2 79.8 
中学２年生 78.5 85.3 80.2 
高校２年生 － 77.8 76.6 

＊高校生への調査は第三次から実施 
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【質問２】あなたは、先月(６月)一か月で、何冊ぐらい本を読みましたか。 

(教科書・学習参考書・マンガ・雑誌は数にいれない。) 

(単位:人)  

 ０冊 １～２冊 ３～４冊 ５～９冊 １０冊以上 合計 
小学３年生 １０ ９ １６ ３８ １９２ ２６５ 
小学５年生 １０ ２８ ４１ ６０ １２８ ２６７ 
中学２年生 ２６ ９１ ３８ ２１ ２１ １９７ 
高校２年生 １３３ ８０ １７ ６ ８ ２４４ 

                            (単位:％) 

 ０冊 １～２冊 ３～４冊 ５～９冊 １０冊以上 合計 
小学３年生 3.8 3.4 6.0 14.3 72.5 100.0 
小学５年生 3.7 10.5 15.4 22.5 47.9 100.0 
中学２年生 13.2 46.1 19.3 10.7 10.7 100.0 
高校２年生 54.5 32.8 7.0 2.4 3.3 100.0 

【分析】 

「０冊（＝１冊も読まなかった）」と回答したのは、小学３年生で3.8％（平

成28年：3.4％）、小学５年生で3.7％（平成28年：5.8％）、中学２年生で13.2％

（平成28年：6.8％）と中学生から値が高くなる。高校２年生では約半数が「０

冊」と回答している。前計画からの推移をみると、「０冊」と答えた割合が、小

学５年生は減っているが、小学３年生、中学２年生、高校２年生は増えている。 

これに対し、１か月の読書量（実質冊数）は小学生、中学２年生は順調に伸

び、高校２年生は変わらない。本を読まない子どもの割合は増えているが、コ

ロナ禍の外出自粛の影響も考えられるが、本を読む子どもの読書量は増えてい

ることがわかる。 

０冊と答えた割合                       (単位:％） 

 ２３年度（第二次） ２８年度（第三次） 令和３年度（第四次） 
小学３年生 4.0 3.4 3.8 
小学５年生 7.9 5.8 3.7 
中学２年生 15.1 6.8 13.2 
高校２年生 － 50.0 54.5 

※１か月の読書量（記入実質冊数÷人数）           （単位：冊）  

 ２３年度（第二次） ２８年度（第三次） 令和３年度（第四次） 
小学３年生 17.6 20.3 20.7 
小学５年生 10.7 12.3 15.3 
中学２年生 3.7 3.3 4.0 
高校２年生 － 1.4 1.4 

＊高校生への調査は第三次から実施 
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【質問３】質問２で「０冊」と記入した人に聞きます。読まなかったのはなぜ

ですか。あてはまるものを３つまで選んでください。 

ア 本を読むのが好きではないから 

イ 読みたい本がないから 

ウ 勉強が忙しいから 

エ 部活が忙しいから 

オ ゲームをするから 

カ テレビやビデオを見るから 

キ 友達と遊ぶから 

ク その他 

(単位:人)  

 
ア イ ウ エ オ カ キ ク 

無 
回 
答 

合計 
回答数 

回答者

数 
小学 

３年生 
８ ７ ６ ０ １ １ ４ ２ １ ３０ １０ 

小学 

５年生 
２ ４ １ ０ ６ ３ １ ２ ０ １９ １０ 

中学 

２年生 
９ １３ ５ ９ １１ ８ ４ ６ ０ ６５ ２６ 

高校 
２年生 

２８ ４３ ５２ ６０ ３８ ４０ １９ ２１ ０ ３０１ １３３ 

                     (単位:％)  

 
ア イ ウ エ オ カ キ ク 

無 
回 
答 

小学 

３年生 
80.0 70.0 60.0 0.0 10.0 10.0 40.0 20.0 10.0 

小学 

５年生 
20.0 40.0 10.0 0.0 60.0 30.0 10.0 20.0 0.0 

中学 

２年生 
34.6 50.0 19.2 34.6 42.3 30.8 15.4 23.1 0.0 

高校 
２年生 

21.1 32.3 39.1 45.1 28.6 30.1 14.3 15.8 0.0 

 

【分析】 

小学３年生では「本を読むのが好きではないから」、中学生では「読みたい本

がないから」と答えた子どもの割合がいちばん多かった。小学５年生では「ゲ

ーム」、高校２年生では「部活」の割合が高い。 
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【質問４】あなたは、学校図書館や学級文庫の本を読んだり、借りたりします

か。１つ選んでください。 

（単位:人)  

 よく利用 ときどき利用 利用しない 無回答 合計 

小学３年生 １０８ １４１ １５ １ ２６５ 

小学５年生 ８１ １６０ ２６ ０ ２６７ 

中学２年生 １８ ７８ １０１ ０ １９７ 

高校２年生 １１ ５３ １８０ ０ ２４４ 
                                      (単位:％) 

 よく利用 ときどき利用 利用しない 無回答 合計 

小学３年生 40.7 53.2 5.7 0.4 100.0 

小学５年生 30.4 59.9 9.7 0.0 100.0 

中学２年生 9.1 39.6 51.3 0.0 100.0 

高校２年生 4.5 21.7 73.8 0.0 100.0 
                                      (単位:％) 

 利用する 利用しない 無回答 合計 

小学３年生 93.9 5.7 0.4 100.0 

小学５年生 90.3 9.7 0.0 100.0 

中学２年生 48.7 51.3 0.0 100.0 

高校２年生 26.2 73.8 0.0 100.0 
 

【分析】 

「よく利用する」と「ときどき利用する」と答えた子どもを合わせると、小

学３年生で93.9％（平成28年：95.6％）、小学５年生で90.3％（平成28年：97.1

％）と高い値を示している。 

学校図書館・学級文庫の利用が多く、学校図書館の環境の充実がうかがえる。 
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【質問５】あなたは市立図書館や県立図書館に行きますか。１つ選んでくださ

い。 

                                   (単位:人)  

 よく行く ときどき行く 行かない 無回答 合計 

小学３年生 ６１ １１６ ８６ ２ ２６５ 

小学５年生 ３９ １４０ ８８ ０ ２６７ 

中学２年生 １０ ６１ １２６ ０ １９７ 

高校２年生 ６ ６３ １７５ ０ ２４４ 
                                   (単位:％)  

 よく行く ときどき行く 行かない 無回答 合計 

小学３年生 23.0 43.8 32.5 0.7 100.0 

小学５年生 14.6 52.4 33.0 00 100.0 

中学２年生 5.0 31.0 64.0 0.0 100.0 

高校２年生 2.5 25.8 71.7 0.0 100.0 
                                   (単位:％)  

 行く 行かない 無回答 合計 

小学３年生 66.8 32.5 0.7 100.0 

小学５年生 67.0 33.0 0.0 100.0 

中学２年生 36.0 64.0 0.0 100.0 

高校２年生 28.3 71.7 0.0 100.0 
 

【分析】 

「よく行く」と「ときどき行く」と答えた子どもを合わせると、小学３年生

で66.8％（平成28年：74.6％）、小学５年生で67.0％（平成28年：73.0％）と、

６割以上の小学生が公共図書館を利用している。これに対し、中学生約６割、

高校生は約７割が「行かない」と回答している。 
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【質問６】質問５で「ウ 行かない」と記入した人に聞きます。行かないのは

なぜですか。あてはまるものを３つまで選んでください。 

ア 本を読むのが好きではないから 

イ 読みたい本がないから 

ウ 図書館が遠いから 

エ 行く時間がないから 

オ 本は買って読むから 

カ 本は学校で借りるから 

キ 家にある本を読むから 

ク その他 

(単位:人)  

 
ア イ ウ エ オ カ キ ク 

無 
回 
答 

合計 
回答数 

回答者

数 

小学３年生 １１ ２０ ２６ ４９ １５ ２３ ３０ １６ ２ １９２ ８６ 

小学５年生 １９ １７ ２１ ２７ ２５ ３３ ３５ ９ ２ １８８ ８８ 

中学２年生 ２４ ３５ ３３ ７２ ５２ １２ ４０ ８ ０ ２７６ １２６ 

高校２年生 ３０ ４０ ６７ ９４ ６９ １２ ３８ １０ ０ ３６０ １７５ 

                           (単位:％)  

 
ア イ ウ エ オ カ キ ク 

無 
回 
答 

小学３年生 12.8 23.3 30.2 57.0 17.4 26.7 34.9 18.6 2.3 

小学５年生 21.6 19.3 23.9 30.7 28.4 37.5 39.8 10.2 2.3 

中学２年生 19.0 27.8 26.2 57.1 41.3 9.5 31.7 6.3 0.0 

高校２年生 17.1 22.9 38.3 53.7 39.4 6.9 21.7 5.7 0.0 

 

【分析】 

ほとんどの学年で、「行く時間がない」と答えた割合が一番高い。小学生は「家

にある本を読むから」、「本は学校で借りるから」の割合も多い。中学生や高校

生は「家にある本を読むから」が多い。 
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【質問７】あなたは、わからないことや知りたいことがある時どうやって調べ

ますか。あてはまるものを２つまで選んでください。 

 

ア 図書館で調べる 

イ 家にある本で調べる 

ウ 先生や家の人に聞く 

エ 友達に聞く 

オ インターネットで調べる 

カ その他  

(単位:人)  

 
ア イ ウ エ オ カ 

無
回
答 

合計 
回答数 

回答
者数 

小学３年生 １２４ ８２ ９９ ３０ １０１ １４ ４ ４５４ ２６５ 

小学５年生 ２９ ５８ １５９ ４４ １７１ ８ ２ ４７１ ２６７ 

中学２年生 ３ １９ ７４ ４２ １８１ ４ ０ ３２３ １９７ 

高校２年生 ９ １４ ７６ ９５ ２３９ １ ０ ４３４ ２４４ 

                          (単位:％)  

 
ア イ ウ エ オ カ 

無
回
答 

小学３年生 46.8 30.9 37.4 11.3 38.1 5.3 1.5 

小学５年生 10.9 21.7 59.6 16.5 64.0 3.0 0.7 

中学２年生 1.5 9.6 37.6 21.3 91.9 2.0 0.0 

高校２年生 3.7 5.7 31.1 38.9 98.0 0.4 0.0 
 

【分析】 

小学３年生は、図書館で調べたり、先生や家の人に聞く割合が高いが、学年

が上がるにつれてインターネットで調べる割合が高くなっている。 

※インターネットで調べる割合                （単位：％）  

 ２３年（第二次） ２８年（第三次） 令和３年（第四次） 

小学３年生 25.2 24.4 38.1 
小学５年生 48.6 61.4 64.0 
中学２年生 69.3 90.5 91.9 
高校２年生 － 95.5 98.0 

＊高校生への調査は第三次から実施 
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【質問８】あなたは、小さい頃どんな人に本の読み聞かせをしてもらいました

か。あてはまるものをすべて選んでください。 

(単位:人)  

 
家の人 

保育・幼稚園 

の先生 
図書館の人 それ以外 無回答 合計回答数 回答者数 

小学３年生 ２１４ ２１１ ３９ ２０ ３ ４８７ ２６５ 

小学５年生 ２１１ ２１３ ２７ １７ ４ ４７２ ２６７ 

中学２年生 １５８ １６６ ３０ １０ ０ ３６４ １９７ 

高校２年生 １９４ ２０４ ４１ １７ １ ４５７ ２４４ 

 
                           (単位:％)  

 
家の人 

保育・幼稚園 

の先生 
図書館の人 それ以外 無回答 

小学３年生 80.8 79.6 14.7 7.5 1.1 

小学５年生 79.0 79.8 10.1 6.4 1.5 

中学２年生 80.2 84.3 15.2 5.1 0.0 

高校２年生 79.5 83.6 16.8 7.0 0.4 

 

【分析】 

いずれの学年においても、幼少期に最も身近な存在である「家の人」と「保

育園・幼稚園の先生」に、読み聞かせをしてもらったと答えた割合が高い。 
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【質問９】あなたは、電子書籍（パソコンやタブレット端末、スマートフォン

を使う読書）を利用しますか。１つ選んでください。（マンガはいれな

い） 

                                     (単位:人) 

 よく読む ときどき読む 読まない 無回答 合計 

小学３年生 ３６ ６６ １５９ ４ ２６５ 

小学５年生 ３４ ６９ １６０ ４ ２６７ 

中学２年生 ３０ ４２ １２５ ０ １９７ 

高校２年生 ３２ ５９ １５０ ３ ２４４ 

                                           (単位:％)  
 よく読む ときどき読む 読まない 無回答 合計 

小学３年生 13.6 24.9 60.0 1.5 100.0 

小学５年生 12.7 25.9 59.9 1.5 100.0 

中学２年生 15.2 21.3 63.5 0.0 100.0 

高校２年生 13.1 24.2 61.5 1.2 100.0 

  (単位:％)  

 読む 読まない 無回答 合計 

小学３年生 38.5 60.0 1.5 100.0 

小学５年生 38.6 59.9 1.5 100.0 

中学２年生 36.5 63.5 0.0 100.0 

高校２年生 37.3 61.5 1.2 100.0 
 

【分析】 

 「読む」と「読まない」では「読まない」が多く、小学生が「読む」と答え

た割合が、中学生、高校生より高い結果となった。 

「読む」の割合を前回と比較すると、電子書籍の利用は増えてきている。（８

ページ） 
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☆新規 

【質問１０】あなたは図書館や学校で配られている「読書通帳」や「読書カー

ド」に読んだ本を記録していますか？ 

＊新規調査で対象は小・中学生のみ 

ア 記録している 

イ 記録したことがない 

ウ 記録したことはないが使ってみたい 

エ 使いたくない 

                                         (単位:人)   

 ア イ ウ エ 無回答 合計 

小学３年生 ２３５ １１ ７ ７ ５ ２６５ 

小学５年生 ２２３ ２０ １６ ５ ３ ２６７ 

中学２年生 ２９ １０１ ３１ ３６ ０ １９７ 
                                         (単位:％)   
 ア イ ウ エ 無回答 合計 

小学３年生 88.7 4.2 2.6 2.6 1.9 100.0 

小学５年生 83.5 7.5 6.0 1.9 1.1 100.0 

中学２年生 14.7 51.3 15.7 18.3 0.0 100.0 
 

【分析】 

今回、新規で小・中学生に読書通帳に関する質問を設けた。小学３年生は８

８．７％、小学５年生は８３．５％と８割以上が読書記録等は活用されている。

小学生に読書の見える化は定着していると考えられる。 
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３ 乳幼児の保護者に対する読書に関する聞き取り調査結果 

「熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）」策定の基礎資料とするため、新

たな調査項目として、熊谷市の乳幼児健診の保護者を対象に、「読書に関する聞

き取り調査」を実施しました。 

調査の概要は次のとおりです。 

 

１ 調査期間  

⑴ 乳児健診 ７月２日、１４日、８月４日、２４日 

⑵ ３歳児健診 ７月１日、１３日、８月５日、１０日 

２ 調査対象 ７月、８月の乳児健康診査受診者の保護者 

３ 調査方法 図書館職員が聞き取り調査を行う。 

⑴  乳児健診  ブックスタートで本を渡す際に調査を実施する。 

⑵  ３歳児健診 健診の待ち時間を利用して調査を実施する。 

４ 調査回答数 ３７４人 

 ⑴ 乳児健診 １８４人 

 ⑵ ３歳児健診 １９０人 

５ 調査項目 

 ⑴ 乳児健診 

【質問１】 読み聞かせに関心はありますか？ 

【質問２】 読み聞かせをはじめていますか？ 

【質問３】 何番目のお子さんですか？ 

 ⑵ ３歳児健診 

【質問１】 読み聞かせに関心はありますか？ 

【質問２】 読み聞かせをしていますか？ 

【質問３】 読み聞かせではどんな本を読んでいますか？ 
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【質問１】読み聞かせに関心はありますか？              

(単位:人)   

 ある ない 合計 

乳児健診 １７４ １０ １８４ 
３歳児健診 １８３ ７ １９０ 

                                   (単位:％)   

 ある ない 合計 

乳児健診 94.6 5.4 100.0 
３歳児健診 96.3 3.7 100.0 

 

【分析】 

乳児健診、３歳児健診のどちらも９割以上が「読み聞かせに関心がある」と

答えた。 

 

 

【質問２】読み聞かせをはじめていますか？(乳児健診) 

していますか？（３歳児健診） 

１ 乳児健診 

ア はじめている 

イ これからはじめたい 

ウ するつもりはない 

単位 ア イ ウ 合計 
人 １４２ ３９ ３ １８４ 
％ 77.2 21.2 1.6 100.0 

                                  

２ ３歳児健診 

ア している 
イ これからはじめたい 
ウ していない 

単位 ア イ ウ 合計 
人 １７７ １１ ２ １９０ 
％ 93.2 5.8 1.0 100.0 

                             

【分析】 

乳児健診が７７．２％、３歳児健診は９３．２％で読み聞かせを行っている。 
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【質問３】何番目のお子さんですか？（乳児健診） 

単位 第一子 それ以外 合計 
人 ９９ ８５ １８４ 

％ 53.8 46.2 100.0 

                                

【分析】 

乳児健診の半数以上が第一子であったが、４～５か月児の７７．２％が読み聞

かせを始めている（【質問２】）。乳幼児の保護者の読み聞かせへの関心が高いこと

がうかがえる。 

 

 

 

【質問３】読み聞かせではどんな本を読んでいますか？（読みたいですか？） 

（３歳児健診） 

ア 紙の絵本 

イ 電子書籍（スマートフォン、タブレットなど） 

ウ CD や DVD（ＹｏｕＴｕｂｅなど） 

単位 ア イ ウ 合計回答数 回答者数 
人 １８４ ９ ３０ ２２３ １９０ 

％ 82.5 4.0 13.5 

                    

【分析】 

 スマートフォンやタブレットＰＣの普及が進み、読み上げ機能が付いた電子

書籍なども出てきているが、本市の乳幼児には８割近くが紙の絵本を読み聞か

せていた。 
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４ 子どもの読書活動の具体的な取組例 

【保育所（園）】                          

 取  組  例 
保育士による 

読み聞かせ 
・保育士による絵本や紙芝居の読み聞かせ、素話を実施している。 

・エプロンシアターやペープサートを作って披露している。 

・パネルシアターや影絵、人形劇シアターを作成し、お誕生日会やお泊

り会の時などに子どもたちを楽しませている。 

・立体紙芝居を用意し、変化をつけて見させている。 

絵本の購読 ・月刊誌の個人購読と、その本の家庭での読み聞かせをすすめている。 

図書コーナー 
の設置 

・園内に図書コーナーを設置し、園児たちがいつでも様々なジャンルの

図書に触れられるよう工夫している。 

・常に子どもたちが絵本を読めるよう遊びのスペースに本棚を置き、不

朽の名作や科学読み物、年齢に合った絵本や図鑑を設置し、生活の中

での気付きや発見を後押しできるようにしている。 

保護者への 
啓発 

・保護者会や各種通信で読書の意義を家庭に説明している。 

・入園オリエンテーション、懇談会等で絵本の意義を保護者に説明して

いる。 
講演会・研修会

の実施 
・講演会・研修会を実施している。 

・図書館主催の研修会に職員を派遣している。 

・保護者向けに家庭での読み聞かせについての勉強会、優良図書の紹介

などの講演会・研修会を実施している。 
保護者による 

読み聞かせ 
・保護者の保育士体験の時に活用できるよう、絵本や読み聞かせアドバ

イスのリーフレットを用意している。 
ボランティア

による 
おはなし会 

・ボランティア等の協力を得て、素話のおはなし会を行っている。 

・毎年８月、ボランティアによる「巡回こども会」を実施している。 

素話、絵話、昔話、腹話術、マジックなどを楽しむ機会を設けている。 
大型絵本 ・大型絵本の読み聞かせを実施している。 

絵本等の貸出 ・保護者の読後感想を「絵本の記録」に記入してもらい、それを絵本に付

けて貸出しをしている。 

・絵本や紙芝居、保護者向け子育て関連本の家庭への貸出しを行ってい

る。 
その他 ・絵本好きな子にするために、絵本の題名から拾い出した組名としてい

る。 

 ・給食スタッフと協力して、絵本の物語に登場する食べ物、お菓子を実

際に再現した「絵本からとび出したおやつ」を提供している。 
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【幼稚園】                             

 取  組  例 
教諭による 

読み聞かせ 
・毎日登園後・降園前に読み聞かせを行っている。 

・一日の保育の流れの中で、空き時間に読み聞かせを行っている。 

・年齢別・クラス別の読み聞かせ会を定期・不定期で実施している。 

・子どもたちが自ら読みたくなるような読書環境をつくっている。 

絵本の購読 ・・毎月全園児一人ひとりに月刊誌が届き、保育時間内に読み聞かせを行う

とともに各自で管理し自由に読んでいる。（月末に各家庭に持ち帰らせ、

家庭で読み聞かせを行ってもらう） 

図書コーナー 

の設置 
・・園内に図書コーナーを設置し、園児たちがいつでも様々なジャンルの

図書に触れられるよう工夫している。 

読ませたい絵

本の情報提供 
・保護者向けの便りで、園の推薦図書や図書館のおすすめ本を紹介して 

いる。 

・保護者会や通信で読書啓発の意義を家庭に説明している。 

講演会・研修会

の実施 
・保護者向けに家庭での読み聞かせについての勉強会、優良図書の紹介

などの講演・研修を実施している。 

・教職員に図書館主催の講演・研修を受けるように促している。 
保護者有志 

による 
読み聞かせ 

・・親支援活動として年６回程度実施している。 

・・絵本・大型絵本等を読み聞かせに活用している。 

 
読み聞かせ 

強化週間 
・絵本の読み聞かせ強化週間を設定し、その期間中は、教諭による読み

聞かせを多く実施している。 
大型絵本 ・・たくさんの園児が見やすいように、大型絵本の購入・読み聞かせを実

施している。 
感動的な 

絵本探し 
・感動的な絵本を職員会議で発表し合う。 

絵本の寄贈 ・年に１回保護者会から、絵本・物語などの寄附・贈呈を受けている。 
絵本の紹介 ・絵本の出版社のカタログを配布し、希望図書購入の紹介をしている。 
絵本の 

プレゼント 
・おゆうぎ会のプレゼント品として、毎年絵本をプレゼントしている。 

・卒園記念に園児が絵本を大型紙芝居に作りなおして下級生に贈ってい

る。 
絵本等の貸出 ・貸出ノートに記入して貸出しを行っている。（期間２週間） 

その他 ・年長児は年下の子に読み聞かせができるように練習をしている。 

・外遊びで知らない植物・昆虫などがいたら、図鑑等で調べられるよう

にしている。 
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【小学校】                            

 取  組  例 
利用指導 ・図書室の利用のしかた（図書室での約束、本の借り方・返し方など）

について、オリエンテーションを行う。 
読書啓発・ 

取組 
・全校をあげて読書に重点を置いた取組を行う。「読書月間」又は「読書

週間」を各校で設定する。 

・朝の読書活動等をはじめとする、全校一斉読書を行う。 

・掲示物を利用して、子どもの読書意欲を高める。 

（例：「読書の木」に本の感想等を書いた「木の実」カードを貼る） 

・「家庭読書のすすめ」として、家庭での読書の取組の大切さを保護者に

伝える。「家庭読書の日」を設定する。 

・おすすめの本を知らせる「本の紹介コーナー」を設置する。 

・読んだ本を読書カード等に記録し、読書量や感想などを自分で確認で

きるようにする。 

・個人、または学年ごとの読書目標を設定し、目標達成者を表彰する。 

・読書感想文、読書感想画の制作を行わせる。 

・熊谷市推薦本リスト「こころのたから」を全児童に配布したり、学校

内に掲示したりして活用を促す。 

・「図書便り」を毎月発行し、新刊やおすすめ本の紹介をする。 
読み聞かせ 

おはなし会 
・図書委員や上級生による読み聞かせを行う。 

・図書集会時に図書委員や学校図書館補助員のおすすめの本を紹介した

り、読み聞かせを行ったり、劇を行ったりする。 

・ＰＴＡやボランテイアによるお話し会を実施する。 

・図書館の職員に家庭教育学級の講師を依頼し、保護者に対し読書に関

する情報提供や指導を行ってもらう。 

・季節の行事にちなんだ本や紙芝居を読み聞かせる。 
図書室の整備 ・地域の人からの寄贈本を「ふれあい文庫」として活用する。 

・低学年用図書室を設置する。 

・図書室の掲示物を子どもの興味や季節に合わせて作り替える。 

・長期休業中も子どもが本に触れ合えるよう図書室開放を行う。 

・リクエストボックスを設置し、購入を検討する。 
図書・学級文庫

の整備 

 

・学習に役立つよう、国語の補助教材を図書室に置く。 

・保護者から寄贈された本を学級文庫として置く。 

・「こころのたから」で薦める本を、学級文庫として置く。 

・読書感想文コンクール課題図書を全学級数分用意し、学級では全員が

読めるよう貸出しする。 

・各学年で学級文庫の交換をする。 
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 【中学校】                             

 取  組  例 
利用指導 ・国語の授業で図書室の利用の仕方の指導を行う。（１年生対象） 

・全校朝会で「図書利用方法」を発表する。（図書委員会） 
読書啓発・ 

取組 
・各校で「読書週間」を設定し、全校が取り組む。 

・全校で朝の読書活動等の一斉読書を行う。 

・図書委員会で「図書だより」（家庭の意見欄を含む）の発行に取り組む。 

・本の帯や図書紹介カードの作成を、学年で取り組む。 

・学校独自で「中学生のうちに読んでおきたい本」を選定する。 

・多読者を表彰する。 

・読んだ本の題名（一言感想など）を書きためさせる。 

・読書ページ数を積み上げ、クラスごとに合計総数で競わせる。 

・図書集会を活用して読書意欲を高めさせる。 

（例：図書委員による推薦図書の紹介、話題の新刊本からのクイズ出

題など） 

・ 朝の読書活動と図書室利用についての全校アンケートを実施し、内容

を「図書便り」で発表する。（図書委員会） 

・市立図書館と連携し、タブレットで電子書籍を借りる。 

・市立図書館ＨＰの活用。 

・市立図書館と連携し、出張ブックトークやおすすめ図書のパンフレッ

ト配布などの啓発を行う。 
読み聞かせ ・図書館職員、朗読ボランティアなどによる読み聞かせの機会を設ける。 
図書室 

図書の整備 
・図書室内の本の配架に留意する。また、掲示物など工夫する。 

・生徒の興味・関心に合った新刊本を計画的に購入する。 

・読書感想文コンクール課題図書を揃え、書名一覧とともに配架する。 

・図書室利用者増加のために、図書委員会及び学校図書館補助員で対策

を協議し、掲示物などで発表する。 
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【高等学校】                             

 取  組  例 
利用指導 ・図書館オリエンテーションを開催する。（１年生） 

・図書館紹介ビデオを作成する。 
・調べ物学習の際、目次・索引・出典などについて説明する。 

読書啓発・取組 ・図書館報（図書館通信、図書館だより、新着図書情報）を発行する。 
・朝の読書活動を実施する。（１年生） 
・長期休業期間中の貸出しを休業終了までとする。 
・POP を製作する。 
・読書アンケート（購入希望図書）を実施する。 
・学校ホームページに図書館情報を掲載する。 
・読書会・ビブリオバトルを開催する。 
・読書感想文コンクールへ応募する。 
・３年間の読書記録を配付する。（３年生 希望者のみ） 
・おすすめ本紹介パンフレットを作成する。 
・国語科の授業で本の帯の制作や読書課題を出す。 
・読書推奨のポスターの作成をする。 
・読書ビンゴ・読書スタンプラリーを開催する。 

読書会 ・朗読会（読書会）を開催する。 
 

図書室 

図書の整備 
・リクエスト（生徒・教員）の受付をする。 
・学校行事（テーマ）に因むコーナーを設置する。 
・調べ学習コーナーを設置（授業支援）する。 
・進路・小論文コーナーを設置する。 
・県立・市立図書館からの借受、高校図書館ネットワークの相互貸借に

よるリクエストを提供する。 
・おすすめの本コーナーを設置する。 
・長期休業期間中の開館、貸出冊数の上限を上げる。 
・配架を工夫する。サインを増やす。 
・日本語を母国語としない生徒に対し、外国語の本を収集し、多文化サ

ービスの向上を図る。 
・「埼玉県の高校司書が選んだイチオシ本」のリストやＰＯＰ、ポスター

を掲示し、図書利用を促す。 
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５ 子どもの読書活動の推進に関する法律（平成13年法律第154号）  

（目的）  
第１条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並び

に国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動

の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資

することを目的とする。  
（基本理念）  

第２条 子ども（おおむね１８歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、

子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものに

し、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの

であることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所にお

いて自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の

整備が推進されなければならない。  
（国の責務）  

第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子ど

もの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有

する。  
（地方公共団体の責務）  

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その

地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び

実施する責務を有する。  
（事業者の努力）  

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、

子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等

の提供に努めるものとする。  
（保護者の役割）  

第６条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動

の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。  
（関係機関等との連携強化）  

第７条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑

に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の

強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。  
（子ども読書活動推進基本計画）  

第８条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子

ども読書活動推進基本計画」という。）を策定しなければならない。  
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２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これ

を国会に報告するとともに、公表しなければならない。  
３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。  
（都道府県子ども読書活動推進計画等）  

第９条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当

該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府

県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都

道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければなら

ない。  
２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計

画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ど

も読書活動推進計画）を基本とするとともに、当該市町村における子どもの

読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の

推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」

という。）を策定するよう努めなければならない。  
３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ど

も読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。  
４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活

動推進計画の変更について準用する。  
（子ども読書の日）  

第１０条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めると

ともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の

日を設ける。  
２ 子ども読書の日は、４月２３日とする。  
３  国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施す

るよう努めなければならない。  
（財政上の措置等）  

第１１条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実

施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。  
附 則  

 この法律は、公布の日から施行する。  
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衆議院文部科学委員会における附帯決議 
  政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 
１ 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて

環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにす

ること。 
２ 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの

読書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 
３ 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむ

ことができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努

めること。 
４ 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を

尊重すること。 
５ 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自

主的判断に基づき、提供に努めるようにすること。 
６ 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業へ

の子どもの参加については、その自主性を尊重すること。 
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６ 熊谷市子ども読書活動推進協議会設置要綱 
 （設置） 
第１条 この要綱は、熊谷市子ども読書活動推進計画（以下「推進計画」とい

う。）に基づき、本計画を実行性のあるものとするため、進捗状況を確認しな

がら、必要な見直しを行うなど本計画の総合的かつ継続的な推進を行うため、

熊谷市子ども読書活動推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
 （任務） 
第２条 協議会は、推進計画に係る次の事項について協議を行う。 

(1) 推進計画の実施状況等の点検及び見直し 
(2) 子どもの読書活動を推進するための諸条件の検討 
(3) その他子どもの読書活動全般に係る事項 

 （構成） 
第３条 協議会は、委員１２名以内をもって構成する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。 
 (1) 学校関係者 
  (2) 関係団体を代表する者 
  (3) 関係行政機関の職員 
 （会長及び副会長） 
第４条 協議会に会長１人及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを

定める。 
２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代表する。 
 （委員の任期） 
第５条 委員の任期は、２年とする。 
 （会議） 
第６条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長は会議の議長となる。 
２ 会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 
 （庶務） 
第７条 協議会の庶務は、熊谷図書館において処理する。 
 （委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、

会長が別に定める。 
   附 則 
 この要綱は、平成１９年５月１日から施行する。 
 この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 
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７ 熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）策定委員会設置要綱 

（設置） 
第１条 この要綱は、熊谷市子ども読書活動推進計画（以下「推進計画」とい

う。）に基づき、本計画を実行性のあるものとするため、進捗状況を確認しな

がら、必要な見直しを行い、熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）を策

定するため、熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 
 （任務） 
第２条 委員会は、推進計画（第四次）策定のため、子どもの読書活動に関す

る調査及び研究を行い、必要な事項を検討する。 
 （組織） 
第３条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長は会務を総理する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。 
 （委員の任期） 
第４条 委員の任期は、令和４年３月３１日までとする。 
 （会議） 
第５条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。 
２ 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 
 （事務局） 
第６条 委員会の庶務は、熊谷図書館において処理する。 
 （委任） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が会議に諮って定める。 
   附 則 
 この要綱は、令和３年７月２日から施行する。 
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８ 熊谷市子ども読書活動推進協議会委員（兼策定委員）名簿  

 

       （敬称略） 

学 

校 

関 

係 

校長会（学校図書館部会顧問）   

熊谷市教育研究協議会 

学校図書館部会 

  

  

関 

係 

団 

体 

熊谷市ＰＴＡ連合会   

私立幼稚園協会   

私立保育園園長会   

おはなしボランティア   

関 

係 

行 

政 

機 

関 

市民部 母子健康センター   

福祉部 

こども課   

保育課   

教育委員会 

学校教育課   

社会教育課   
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９ 熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）策定の経過 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

令

和 
３ 
年 

7 月 2 日 熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）策定委員会設置 
 

7 月 
 

第四次計画策定に関する調査 

7 月 11 日～ 
15 日 

子どもの読書活動に関するアンケート調査 
（小学校・中学校・高校） 

7 月 2 日～ 
8 月 24 日 

乳幼児の保護者に対する読書に関する聞き取り調査 
（乳児健診、３歳児健診） 

8 月～9 月 原案の作成作業 
 

 10 月 原案の修正（策定委員） 
 

10 月 経営戦略会議、教育委員会、市議会から意見募集 
 

10 月 23 日～

11 月 23 日 
市民意見募集（パブリックコメント）（ 名・ 件） 
 

12 月 市民意見と市の考え方の公表 

12 月 案の作成 

 
令

和

４

年 

1 月 策定委員会決定 

2 月 熊谷市立図書館協議会に報告 
 

3 月 熊谷市子ども読書活動推進計画（第四次）策定 
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【用語解説】 
行    用  語 解  説 
あ   

  ＩＣタグ 
非接触により個別のものを識別するＩＣチップとアンテナを、

粘着シールに貼り付けるなどして物に貼れるようにしたもの。

別名ＲＥＩＤタグ（RFID：Radio Frequency Identifi-cation） 

ＩＣＴ 
ＩＣＴ（Information and Communication Technology）は、

「情報通信技術」と和訳され、インターネット等の情報通信機

器を活用する方法や技術のこと。 

ＳＮＳ 

インターネット上の会員制サービスの一種。友人・知人のコミ

ュニケーションを円滑にする手段や、新たな人間関係を構築す

る場を提供する。企業や政府機関でも情報発信などに活用され

る。 

エプロンシアター 
エプロンの胸当てポケットを舞台に見立てて、ポケットから次

々と人形を取り出して演劇をする、エプロン上で行われる人形

劇のこと。 

ＬＬブック 

ＬＬはスウェーデン語の lättläst の略で、やさしく読みやすい

本のこと。知的障害や学習障害などがある人が読みやすいよ

う、やさしく短い言葉、わかりやすい文章で書かれており、内

容を理解する助けとしてイラストや写真、絵文字なども添えら

れている。 
か 

学校司書 
学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教

員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学

校図書館の職務に従事する職員のこと。 

学校図書館補助員 
学校図書館担当職員と連携し、図書の貸出活動や図書館の整備

の支援を行う。 

家庭文庫 家庭の一部を開放して、個人の蔵書や公共図書館からの団体貸

出をもとに開設された図書を提供する場。一定の日時に地域の

児童を対象に、貸出し・読み聞かせ・おはなしなどの子どもと

本を結びつける活動を行う。 
さ   

さわる絵本 
視覚障害児が触覚で鑑賞できるように，絵本を原本にして、布

や皮革、毛糸などの素材を用いて、台紙に絵の部分を半立体的

に貼り付け、文の部分を点字と墨字にした図書のこと。 

司書教諭 学校図書館（図書室などを含む）のために置かれる教員のこ

と。 

た   

タブレットＰＣ 
液晶画面にセンサーを搭載した、タッチパネル型のコンピュー

タのこと。 
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電子書籍 
紙とインクを利用した印刷物ではなく、電磁的に記録された情

報のうち、従来の書籍（雑誌を含む)を置き換える目的で作成

された著作物のこと。 

点訳絵本 

絵本の文字の部分に本文を点訳した透明なシートを貼り、絵に

は透明なシートを絵の形に貼り、触ることで、絵を確認できる

ように作られた絵本。絵の様子が分かりにくいもの、または絵

の形に貼れないものについては説明文を点字で書き添える。 

デイジー図書 
（ＤＡＩＳＹ） 

ＤＡＩＳＹ(Digital Accessible Information System)という

規格を用いた主に視覚障がい者向けのデジタル録音図書。見出

しから検索して読みたい部分を読んだり、読み飛ばしたり、一

般の本のような読み方ができる音声図書のこと。 

読書通帳 

子どもが、読んだ本を自分で記録・管理し、財産とすることに

より、読書意欲を高め、本を読む楽しさを知ってもらうことを

目的とした読書記録帳。平成 26 年 10 月から作成・配布してい

る。 

読書週間 
10 月 27 日から 11月 9日までの 2週間、読書を推進する行事が

行われる期間のこと。 

な 
布絵本 

通常は紙製の絵本が、布で作られたもの。視覚・触覚による知

育玩具
が ん ぐ

的要素を持つ。 

は   

パネルシアター 
パネル布を貼った舞台に絵（または文字）を貼ったり外したり

して展開する、おはなし、歌あそび、ゲームをはじめとする教

育法、表現法のこと。 

ビブリオバトル 

参加者が読んで面白いと思った本を持って集まり、順番に一人

5 分間で本を紹介する。それぞれの発表の後に参加者全員でそ

の発表に関するディスカッションを 2～3 分行い、全ての発表

が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか」投票を参加

者全員で行う書評合戦のこと。 

ブックスタート 

赤ちゃんと保護者を対象に、絵本を介して言葉と心を通わすか

けがえのないひと時を持つことを応援する事業。乳児健診時に

ボランティアと図書館職員がメッセージを伝えながら絵本を

プレゼントしている。 

ブックトーク 一つのテーマや関連性をもたせて、複数の本を順序よく紹介す

る手法。何を読んでいいかわからない、読むのがおっくう、と

いう子どもたちが本に手を伸ばすきっかけをつくる。 
フロアワーク カウンター以外のサービスフロアで行われる、利用案内、読書

案内、レファレンスサービス、読み聞かせ、ブックトーク、そ

の他の利用者サービスのこと。 
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 ペープサート Paper Puppet Theatre（ペーパーパペットシアター）楕円形の

厚紙に割り箸状の棒を貼り付け、厚紙の表裏に物語の登場人物

を描き、物語の進行に合わせて棒を繰る日本で生まれた人形劇

のこと。 
ＰＯＰ ＰＯＰ（Point of Purchase advertising）の頭文字を取った略

語で、主に商店などに用いられる販売促進のための広告媒体。 
図書館では本を紹介するカードを指す。 

や ヤングアダルト 
（ＹＡ） 

中学生、高校生を中心とした世代を、児童とも成人とも異なる

要求をもった独自の存在としてとらえた名称のこと。 
ら レファレンス 情報あるいは資料について、図書館職員に尋ねる質問の回答に

利用される情報源のこと。 
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